
 

 

 

 

虐待防止・身体拘束適正化検討委員会規定 

 

 

 

 

（株）リカバリー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【委員会の目的】 

株式会社リカバリーが運営する障害福祉サービス事業所（以下「事業所」という）が行

う障害福祉サービス、及び保育園において、利用者の安全と人権保護の観点から虐待の防

止とその適切な対応、身体拘束の廃止または適正化（以下「虐待防止等」）に推進に関す

る委員会を設置し、虐待防止と身体拘束の適性化に努めることを目的とする。 

 

【委員会の組織】 

委員会は委員⾧、副委員⾧及び委員をもって組織する。 

 １．委員⾧、副委員⾧は委員の中から社⾧が指名する。 

 ２．委員の選任については、当該事業所の施設⾧・園⾧または副園⾧及び児童発達支援

管理責任者、もしくはサービス管理責任者、その他適任とされる者の中で選出され

た者とする。 

 ３．委員⾧に事故がある時は、副委員⾧がその職務を代行する。 

 ４．各事業所においては、虐待防止担当者を 1 名任命し、虐待の防止と身体拘束の廃止

または適性化に努める。 

 

【委員会の開催】 

委員会の開催は次のとおりとする。 

１．委員会は年１回以上開催する。 

 ２．委員会は虐待防止等に関する協議事項が生じた都度に随時開催する。 

 ３．法人事業所内で虐待事例が発生した時には必ず開催する。 

 ４．会の開催の必要がある時は、委員⾧が招集し開催する。 

 

【委員会の役割】 

委員会は次の役割を担う 

１．虐待防止・身体拘束廃止の体制づくり 

・虐待防止・身体拘束廃止の研修を行う。 

・虐待防止計画、指針を作成し実施する。 

・マニュアルやチェックリストの作成を行う。 

２．虐待防止・身体拘束のチェックとモニタリング 

  ・体制整備チェックリストや職員セルフチェックリスト等を実施する。 

  ・支援体制の課題、事故や不適切な対応事例の報告、苦情相談の内容、職員のストレ 

スマネジメントの状況等を集約し、現状を踏まえて対策を検討する。 

  ・事業所において身体拘束を実施する際、適切な手順で実施しているか、廃止や適性 

化に向けた取り組みを行っているか等チェックとモニタリングを行う 

 



３．虐待発生後の対応と再発防止のための検討 

  ・虐待やその疑いが生じた場合、事案を検証の上、再発防止策を検討し実行に移す。 

 

【委員会の債務】 

委員会の債務は次のとおりとする。 

１．委員会は、虐待が起こらないよう事前の措置として職員の虐待防止意識の向上や

知識を周知し、虐待のない施設環境づくりを目指さなければならない。 

２．委員会の委員⾧及び委員は日頃より利用者支援の場に虐待及び虐待につながるよ

うな支援が行われていないか観察し、必要がある時は職員に改善を求め、指導す

ることとする。 

３．委員会は、その他の各委員とも連携をとり、利用者虐待の疑いのある事案や支援

等に問題がある場合は各委員と協議し、共同で会議を開催する等、虐待防止の対

応・対策及び改善を図るものとする。 

 

【虐待防止・身体拘束適正化検討委員会の位置づけ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用者・家族・職員等 

虐待行為 

不適切な支援 
苦情相談窓口 

ヒヤリハット 

事故報告 

虐待防止・身体拘束適正化検討委員会 

スクリーニング 

虐待防止案・改善案 障害者虐待防止相談窓口等 

職員周知・実施 



【虐待防止・身体拘束適正化検討委員会と虐待防止担当者の役割】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

虐待防止・身体拘束適正化検討委員会の役割 

１．虐待防止等に向けた体制づくり 

２．虐待防止等のチェックとモニタリング 

３．虐待発生後の対応と再発防止のための検討 

虐待防止担当者の役割 

職員一人一人に虐待防止を意識づけ浸透させていくための具体的な取り組みを実施 

要請 

取組 

風土づくり 具体的取り組み 

・日常的支援場面の把握に

努め、虐待や不適切な支援

が行われていないか留意す

る。 

・職員同士のコミュニケー

ションを深め相談しやすい

環境をつくるなど、風通し

の良い職場づくりを行う 

 

 

・虐待等対応マニュアルの整備、周知 

・職員研修の実施（年 1 回） 

・新規採用職員に対する研修の実施 

・スーパービジョン体制の確立 

・職員のストレスチェック 

・虐待防止等に関する職員の自己チェック 

・各事業所における課題、ヒヤリハット、苦情報

告を検証し、委員会に報告する 

・各事業所における体制整備チェック、虐待防止

の自己チェック、ストレスチェック等を集約し、

委員会に報告する 

虐待対応 

・初期対応として、虐待防止・身体拘束適正化検討委員会に報告し委員会を開催 

・事実確認の対応、協力（聞き取りの協力、記録をまとめ提出、利用者の安全確保） 

・市への通報の確認 

・本人や家族への謝罪等誠実な対応 

・虐待事例の総括、再発防止に向けた検討 


